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最近の判例から 

建築中のマンションのエレベーターシャフ

ト内で作業員の死亡事故があったことによ

り、売主は、最上級の安心感、高級感等の性

能、品質等の引渡し義務を果たせなくなった

等として、買主が手付金の返還等を求めた事

案において、社会通念上、同マンションには

買主がその目的を達せられないほどの瑕疵は

認められず、また、市場価格が減少したとも

いえないなどとして、買主の請求を棄却した

事例（東京地裁　平成23年５月25日判決　ウ

エストロー・ジャパン）

１　事案の概要　

盧 買主Ｘは、売主Ｙ及び訴外会社との間で、

次のとおりマンションの売買契約を締結し

た。①契約日：平成20年４月６日、②所在

地：東京都、③売買代金：１億3420万円、

④手付金：1342万円

盪 平成20年８月29日、本マンション施工業

者の下請企業の従業員２名が、本マンショ

ンの共用部分となるエレベーターシャフト

内において、同作業員らが乗った作業中の

ゴンドラが11階付近から地下１階ピットに

落下する事故が発生し、搬送先の病院で同

作業員らの死亡が確認された。本件事故に

ついては、事故直後、ニュースで報道され

た。また、インターネット上では本件事故

について、事故直後に多数の書き込みが行

われ、その後も、動画投稿サイトにおいて、

本件事故に関する映像がアップロードさ

れ、閲覧が可能な状態にあった。

蘯 Ｘによれば、本件事故により、本件建物

は、本件マンションのエレベーターを利用

するたびに強い不快感を抱き、居住するこ

と自体に精神的苦痛を感じ、さらに、市場

価値も下落し、これを回避することができ

ないものとなり、またこうしたこととＹら

のＸに対する十分な説明がない等の不誠実

な対応が重なった。その結果、最上級の安

心感、高級感、くつろぎ等の性能、品質、

価値を有するもの（以下「Ｘの期待感」と

いう）として引渡す義務、さらに本件事故

による市場価値の低下のないものとして引

渡す義務をＹらは果たすことができなくな

ったとして、Ｘは、Ｙらに対し、平成21年

10月29日、解除の意思表示をした。

盻 そして、Ｘは、Ｙに対し、手付金額に相

当する1342万円と精神的な苦痛を受けたこ

とによる慰謝料として200万円、及びそれ

らに対する遅延損害金の支払を求めて訴訟

を提起した。

２　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示した。

盧 請求原因１（主位的請求：債務不履行に

基づく売買契約解除による手付金返還請求

及び損害賠償請求について）

一般に、債務が不完全であり、不完全な部
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分が追完不可能となったかどうかは、履行不

能な場合と同様、この不完全な部分の追完が、

物理的又は社会通念上、もはや追完不可能と

なったかにより判断されるものであり、マン

ションの区分所有部分の引渡債務において

は、物理的に引渡可能であるが、社会通念上、

買主が当該部分を買い受けた目的を達せられ

ないほどの瑕疵がある場合（例えば、居住を

目的として買い受けた場合において、当該部

分で凄惨な殺人事件が起こったなど、社会通

念上、忌むべき事情があり、一般人にとって

も住み心地の良さに重大な影響を与えるよう

な場合のように重大な心理的な瑕疵がある場

合など。）を含むと解され、単に買主が主観

的に不快感等を有するためにそのような目的

が達せられないというものではこのような瑕

疵があるとはいえない。そこで本件について

検討するに、本件事故に関し本件マンション

の住み心地の良さに重大な影響を与えるよう

な情報やそれらの価値を貶めるような情報が

流布しているなどといった事実も認められな

いことに照らせば、本件建物に、社会通念に

照らし、上記のような瑕疵が存在すると認め

るに足りない。また、本件建物の市場価値が

減少したと認めるに足りない。

また、Ｘの期待感を保護すべき義務の不履

行についても、この期待感が毀損されたと認

めるに足りない。Ｙらは本マンションの案内

書において「フラッグシップ」等の最上級の

形容詞を用いてＸに期待感をもたせる建物で

あることを謳っているが、これは本件建物等

の購入を勧誘するための文言に過ぎず、Ｘの

期待感等を殊更保証するものとは認められ

ず、売買契約書や重要事項説明書においても

一般的マンションとして通常備わっている価

値を超えてＸの期待感を殊更に保証している

とは認めるに足りない。この点においても、

本件建物ないし本件マンションの立地、物理

的な性能及び品質などのこれら高級性におい

て重要である点については、前記のような価

値や期待感が毀損されているとも認められな

い。

盪 その他の請求原因

Ｘは請求原因２（主位的請求：事情変更に

基づく売買契約の解除による手付金返還請求

及び債務不履行に基づく損害賠償請求）、請

求原因３（予備的請求：約定解除による手付

金返還請求権（信義則ないし権利濫用による

手付金放棄規定の不適用）及び債務不履行に

基づく損害賠償請求）、及び請求原因４（予

備的請求：工事施工者との共同不法行為）を

併せて主張したが、いずれもそれらを認める

に足りないとした。

裁判所は、Ｘの請求はいずれも理由がない

として、Ｘの請求を棄却した。

３　まとめ　

本事例は、青田売りのマンション分譲にお

いて労災死亡事故が発生したことについて、

当該事故発生前に契約した買主が、契約解

除・手付金の返還等を求めて売主宅建業者と

の間で争われたものである。

過去にも、不動産売買契約で心理的瑕疵を

理由に争われた事例はあったが、本事例は建

築工事中のマンション共用部分で発生した労

災死亡事故が心理的瑕疵にあたるかが争われ

た事例であり、今後同様な事例の判断にあた

って参考になると思われる。

（調査研究部調査役）
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